
第一八五回 

参第一六号 

   農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律及び食品表示法の一部を改正

する法律案 

 （農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正） 

第一条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和二十五年法律第百七

十五号）の一部を次のように改正する。 

  第十九条の十四の二の次に次の二条を加える。 

  （虚偽の表示の禁止） 

 第十九条の十四の三 飲食料品の製造業者等は、販売の用に供する農林物資のうち飲食

料品の原産地（原料又は材料の原産地を含む。）その他一般消費者の選択に資する事

項の表示として政令で定める表示について、虚偽の表示をしてはならない。 

  （虚偽の表示をした者に対する指示等） 

 第十九条の十四の四 前条の規定に違反して表示をした者があるときは、内閣総理大臣

又は農林水産大臣は、その者に対して、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の指

示をすることができる。ただし、第十九条の二の規定による命令、第十九条の六第三

項において読み替えて準用する第十九条の二の規定による請求、第十九条の十四第一

項の規定による指示又は第十九条の十六の規定による処分をすることができる場合は、

この限りでない。 

 ２ 第十九条の十四第三項から第五項までの規定は、前項の規定による指示について準

用する。 

 ３ 第十九条の十四の二の規定は、第一項の規定による指示及び前項において準用する

第十九条の十四第四項の規定による命令について準用する。 

  第二十条第三項中「第十九条の十三第一項から第三項までの規定により品質に関する

表示の基準が定められている農林物資」を「農林物資（飲食料品以外の農林物資の製造

業者等にあつては、第十九条の十三第三項の規定により品質に関する表示の基準が定め

られているものに限る。）」に改める。 

  第二十一条の二第二項中「及び第十九条の十四」を「、第十九条の十四及び第十九条

の十四の四」に改める。 

  第二十四条第八号中「第十九条の十四第四項」の下に「（第十九条の十四の四第二項

において準用する場合を含む。）」を加える。 

 （食品表示法の一部改正） 

第二条 食品表示法（平成二十五年法律第七十号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「食品表示基準（第四条・第五条）」を「食品表示基準等（第四条－第六

条）」に、「第六条－第十条」を「第七条－第十二条」に、「第十一条・第十二条」を

「第十三条・第十四条」に、「第十三条－第十六条」を「第十五条－第十八条」に、



「第十七条－第二十三条」を「第十九条－第二十五条」に改める。 

  第二条第一項中「第十一条」を「第十三条」に改める。 

  「第二章 食品表示基準」を「第二章 食品表示基準等」に改める。 

  第四条第一項第一号中「第六条第八項及び第十一条」を「第七条第八項及び第十三

条」に改める。 

  第二十三条中「第十条」を「第十二条」に改め、同条を第二十五条とする。 

  第二十二条第一項第一号中「第十七条」を「第十九条」に改め、同項第二号中「第十

八条から第二十条まで」を「第二十条から第二十二条まで」に改め、同条を第二十四条

とする。 

  第二十一条第一号中「第八条第一項」を「第十条第一項」に、「第九条第一項」を

「第十一条第一項」に改め、同条第二号中「第八条第一項」を「第十条第一項」に改め、

同条を第二十三条とする。 

  第二十条中「第六条第五項」を「第七条第五項（第八条第三項において準用する場合

を含む。）」に改め、同条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とする。 

  第十八条中「第六条第八項」を「第七条第八項」に改め、同条を第二十条とする。 

  第十七条中「第六条第八項」を「第七条第八項」に改め、同条を第十九条とし、第五

章中第十六条を第十八条とし、第十三条から第十五条までを二条ずつ繰り下げる。 

  第十二条第一項中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第二項中「第六

条第三項」を「第七条第三項」に改め、同条第三項中「又は第六条」を「、第七条又は

第八条」に改め、第四章中同条を第十四条とし、第十一条を第十三条とする。 

  第三章中第十条を第十二条とし、第九条を第十一条とする。 

  第八条第二項中「第六条第一項」を「第七条第一項」に、「又は同項」を「若しくは

同項」に改め、「の遵守事項」の下に「又は第六条の政令で定める表示に係る事項」を

加え、同条第三項中「第六条第三項」を「第七条第三項」に、「又は同項」を「若しく

は同項」に改め、「の遵守事項」の下に「又は第六条の政令で定める表示に係る事項」

を加え、同条を第十条とする。 

  第七条中「前条」を「前二条」に改め、同条を第九条とする。 

  第六条の見出しを削り、同条を第七条とし、同条の前に見出しとして「（指示等）」

を付し、同条の次に次の一条を加える。 

 第八条 第六条の規定に違反して食品（酒類を除く。）に関する表示をした者があると

きは、内閣総理大臣又は農林水産大臣は、その者に対し、当該表示に関し必要な措置

をとるべき旨の指示をすることができる。ただし、前条第一項の規定による指示又は

農林物資の規格化等に関する法律第十九条の二の規定による命令若しくは同法第十九

条の六第三項において読み替えて準用する同法第十九条の二の規定による請求をする

ことができる場合は、この限りでない。 

 ２ 第六条の規定に違反して酒類に関する表示をした者があるときは、内閣総理大臣又



は財務大臣は、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の指示をする

ことができる。ただし、前条第三項の規定による指示をすることができる場合は、こ

の限りでない。 

 ３ 前条第二項及び第六項の規定は第一項の規定による指示について、同条第四項及び

第七項の規定は前項の規定による指示について、同条第五項の規定は前二項の規定に

よる指示について、それぞれ準用する。 

  第二章中第五条の次に次の一条を加える。 

  （虚偽の表示の禁止） 

 第六条 食品関連事業者は、販売の用に供する食品の原産地（原料又は材料の原産地を

含む。）その他消費者の選択に資する事項の表示として政令で定める表示について、

虚偽の表示をしてはならない。 

  附則第六条中農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の十四の

改正規定の次に次の改正規定を加える。 

   第十九条の十四の三及び第十九条の十四の四を削る。 

  附則第六条のうち、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第二十条第

三項の改正規定中「から第三項まで」を削り、「に対し」を「」を「農林物資（飲食料

品以外の農林物資の製造業者等にあつては、第十九条の十三第三項の規定により品質に

関する表示の基準が定められているものに限る。）の製造業者等」を「第十九条の十三

第一項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の製造業者等」

に、「事業者に対し」を「事業者」に改め、同法第二十一条の二第一項及び第二十一条

の三の改正規定を次のように改める。 

   第二十一条の二第一項中「、農林物資」を「、飲食料品以外の農林物資」に改め、

同条第二項中「、第十九条の十四及び第十九条の十四の四」を「及び第十九条の十

四」に改める。 

   第二十一条の三中「、農林物資」を「、飲食料品以外の農林物資」に改める。 

  附則第六条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第二十四条第

八号の改正規定中「第十九条の十四第四項」の下に「（第十九条の十四の四第二項にお

いて準用する場合を含む。）」を加える。 

  附則第八条のうち独立行政法人国立健康・栄養研究所法（平成十一年法律第百八十

号）第十一条第二項に一号を加える改正規定中「第八条第一項」を「第十条第一項」に

改める。 

  附則第九条のうち独立行政法人農林水産消費安全技術センター法（平成十一年法律第

百八十三号）第十条第二項第一号の次に一号を加える改正規定中「第九条第一項」を

「第十一条第一項」に改める。 

  附則第十条のうち消費者契約法（平成十二年法律第六十一号）第十二条の二第一項の

改正規定及び同法第四十三条第二項に一号を加える改正規定中「第十一条」を「第十三



条」に改める。 

  附則第十四条のうち消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八

号）第四条第十七号の改正規定中「まで」」の下に「及び「及び同法第十九条の十四の

三に規定する表示」」を加える。 

  附則第十五条のうち農林水産省設置法（平成十一年法律第九十八号）第四条第五号の

改正規定中「及び」を「」を「日本農林規格及び」を「日本農林規格」に改め、「これ

ら」に」の下に「、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和二十

五年法律第百七十五号）第十九条の十四の三」を「同法第六条」に」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 

 （消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正） 

２ 消費者庁及び消費者委員会設置法の一部を次のように改正する。 

  第四条第十七号中「基準」の下に「及び同法第十九条の十四の三に規定する表示」を

加える。 

 （農林水産省設置法の一部改正） 

３ 農林水産省設置法の一部を次のように改正する。 

  第四条第五号中「除く。）」の下に「並びに農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律（昭和二十五年法律第百七十五号）第十九条の十四の三に規定する表示に

関すること」を加える。 



     理 由 

 飲食料品の表示に係る事件が発生している最近の状況に鑑み、販売の用に供する飲食料

品の原産地等についての虚偽の表示を禁止する等の必要がある。これが、この法律案を提

出する理由である。 


